
〈行政相談シンボルマーク〉 

（お問い合わせ先） 

皆様、是非この機会をご利用下さい。 
   

   

  

   

 

市民生活に係わる登記、税金、労働、年金、高齢者介護など国や 

県・市の行政、弁護士・公証人等による身近な法律相談など、 

担当者が相談に応じます。 

             相談は無料です。（受付は当日の先着順） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

○登 記・人権問題              〇年金・保険・福祉 

 ・土地、建物の名義を変更するには？      ・年金の給付手続きや年金記録を知りたい 

 ・土地の筆界を特定するには？         ・高齢者介護サービスを受けるには？ 

 ・いじめや人権侵害を受け悩んでいる・・など   ・障害者福祉サービスを受けるには？・など 

〇税 金 等                 〇道路・交通安全 

 ・相続したときの税金は？           ・道路の穴の補修や歩道との段差を解消してほしい 

 ・確定申告の方法を知りたい          ・道路案内標識が分かりづらい・・・など 

 ・国有地の借受・購入方法を知りたい・・など  〇消費者相談 

〇労 働                     ・消費生活に関する困ったこと・・・など 

・雇用保険の手続きを知りたい        〇法律相談 

 ・パートタイムの社会保険は？         ・遺言書や契約書の作成方法は？ 
 ・賃金、残業手当を払ってくれない       ・相続について教えてほしい。 

 ・労働条件をめぐり会社ともめている・・など  ・多重債務に困っている 

 

参加予定機関等：国（法務局、財務事務所、税務署、労働局、社会保険事務所など）、山梨県、甲府市、 

行政書士会／弁護士会／司法書士会／公証人／県社会福祉協議会（高齢者総合相談センター）／ 

行政相談委員など１６機関 

            

 

 

                      ＴＥＬ：０５７０-０９０１１０（行政苦情 110 番） 

                       総務省 山梨行政評価事務所 

日 時 ：１０月２１日（火） 

      午前１０：３０～午後３：００ 

場 所 ： 岡島ローヤル会館 ゴールドルーム（８階） 

        （甲府市丸の内１－２１―１５ 岡島百貨店） 


